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サービス名 内  容 

居宅介護 

（ヘルパー派遣） 

自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。家事援助、身体介護、通院介助、

通院等乗降介助のサービス種別があります。 

重度訪問介護 

（ヘルパー派遣） 

重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難

がある方であって、常に介護を必要とする方に、自宅での入浴や排せつ、食事など

の介護や外出時の移動支援を総合的に行います。 

同行援護 

（ヘルパー派遣） 

視覚障害により移動困難な方に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供する

とともに、移動の援護、排せつ及び食事等の外出時に必要な支援を行います。 

行動援護 

（ヘルパー派遣） 

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方に、介助や外出時の

移動の支援などを行います。 

重度障害者等 

包括支援 ※ 

常時介護を要する方で特に介護の必要な程度が高いと認められた方に、居宅介護

などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 

短期入所 
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。福祉型と医療型があります。 

療養介護 
医療を必要とし常に介護を必要とする方に、昼間、病院等において、機能訓練、療

養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活の世話を行います。 

生活介護 
常に介護が必要な方に、主に日中に施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活

動、生産活動の機会を提供します。 

施設入所支援 ※ 施設に入所している方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

 

サービス名 内  容 

自立訓練（機能 

訓練・生活訓練） 

自立した日常生活ができるよう、一定の期間、必要な訓練を行います。身体機能

向上のための機能訓練、生活能力向上のための生活訓練があります。生活訓練に

は通所型と宿泊型があります。 

就労継続支援Ａ型 
企業等に就労することが困難な方に、雇用契約に基づき、生産活動等の機会の提

供、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。 

就労継続支援Ｂ型 
企業等に就労することが困難な方に、雇用契約は結ばず、生産活動等の機会の提

供、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。 

就労移行支援 
一般就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力を向上させる訓練

や、適性にあった職場開拓、職場定着のために必要な支援を行います。 

就労定着支援 ※ 
生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して一般就労した

方に、就労の継続を図るために必要な支援を行います。 

自立生活援助 ※ 
施設等から地域移行した方に、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の

対応により、自立した日常生活を営むための必要な援助を行います。 

共同生活援助 

(グループホーム) 

主として夜間において、共同生活を営む住居において、相談、入浴、排せつ又は

食事の介護その他日常生活上の援助を行います。 

障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービス一覧 

介護給付 

訓練等給付 

※印のサービスは、サービス提供事業所が市内にはありません。 
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サービス名 内  容 

計画相談支援 

障害福祉サービスの支給決定を受ける場合または変更する場合に、サービス利用

計画案を作成します。また、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証（モニタリ

ング）を行い計画の見直しを行います。 

障害児相談支援 

障害児通所支援の支給決定を受ける場合または変更する場合に、サービス利用計

画案を作成します。また、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証（モニタリン

グ）を行い計画の見直しを行います。 

地域移行支援 
施設入所者または精神科病院に入院している方が地域移行をするために、住居の

確保や事業所への同行等の支援を行います。 

地域定着支援 
居宅で単身等の地域生活が不安定な障害のある方に対し、常時の連絡体制を確保

し、緊急の事態に訪問等をして支援を行います。 

 

 

サービス名 内  容 

児童発達支援 
障害のある児童に対し、施設において、日常生活の基本動作の指導や集団生活へ

の適応訓練を行います。 

医療型児童発達 

支援 ※ 

医療的なケアが必要な障害のある児童に対し、施設において、日常生活の基本動

作の指導や集団生活への適応訓練を行います。 

居宅訪問型 

児童発達支援 ※ 

外出することが著しく困難な児童に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本

的な動作の指導や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

放課後等 

デイサービス 

学校就学中の障害のある児童に対し、放課後や夏休み当の長期休暇中に、生活能

力の向上のために必要な訓練や創作的活動、地域交流の機会の提供等を行います。 

保育所等訪問支援 

※ 

保育所等に通う障害のある児童について、通い先の施設を訪問し、障害のある児

童及び保育所等の職員に対し、集団生活への適応のための専門的な支援その他の

指導等を行います。 

 

 

サービス名 内  容 

移動支援 
屋外での移動が困難な障害のある方が、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等

の社会参加のための外出の際に、移動を支援します。 

日中一時支援 
障害のある人に対し、施設において日中一時的に排せつ、食事等の介護、その他の

日常生活上の援助を行います。 

 

 

サービス名 内  容 

訪問看護 
居宅を看護師が訪問し、医師の指示に基づく医療処置、医療機器の管理等を行い

ます。 

相談支援 

障害児通所支援 

その他 

地域生活支援事業 市が実施主体となって行う事業です。市によって内容や方法が異なります。 

在宅の医療は、医師の指示により、医療保険により実施されます。 
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※地域生活支援事業（移動支援、日中一時支援）のみの利用の場合は、サービス等利用計画は必要あり

ません。 

障害福祉サービス 利用の流れ 

相談・申請 
サービスの利用を希望する方は、市役所障害福祉課へ相談・申請してくだ

さい。１階９番窓口。電話：042-563-2111内線 1121～1127 

介護給付 

障害支援区分 

の認定 

訓練等給付 
介護給付サービスを利用するためには、障害支援区分（※）の認定が必要

となります。 

※障害支援区分…標準的な支援の度合いを表す 6段階の区分。市が行う認

定調査、医師意見書をもとに審査会での判定を踏まえて市が認定します。 

サービス等利用 

計画案の作成 

計画相談支援事業所または障害児相談支援事業所と相談支援に係る契約

をして、相談員と面談をして、サービス利用の意向等を伝え、サービス等

利用計画案または障害児支援利用計画案を作成し、市に提出します。 

サービス 

支給決定 

市は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえて、サービス支給決定

（種類、月当たりの利用時間・日数、支給決定期間等）を行います。 

サービス等利用 

計画の作成 

相談支援事業所は、市の支給決定をもとに、ご本人やサービス提供事業所

と調整をし、また、必要に応じてサービス等担当者会議を開催して、サー

ビス等利用計画または障害児支援利用計画（1週間のプラン等）を作成し

て市に提出します。 

サービス利用開始 
サービス提供事業所と利用契約を結び、サービス利用を開始します。 

サービス提供事業所は、個別支援計画を作成する等をして、計画的に適切

なサービス提供に努めます。 

モニタリング 

相談支援事業所は、市が定めるモニタリング実施時期に、ご本人やサービ

ス提供事業所からサービス利用状況等をうかがい、サービス利用の検証と

必要に応じて計画の見直しを行います。 

モニタリングは少なくとも 6か月に 1回以上は実施されます。 

サービス利用 

更新・終了 

相談支援事業所が支給決定期間の最終月にモニタリングを行い、サービス

利用の継続、終了または変更等を行います。 
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 障害福祉サービスを利用した場合、原則として給付費（サービス費）の１割を負担します。 
その負担は所得等に配慮した負担（応能負担）とされています。 
 
 
 
 
 障害者の利用者負担上限額 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 0円 

低 所 得 市町村民税非課税世帯 0円 

一 般 １ 

市町村民税課税世帯（所得割額 16万円未満） 

※入所施設利用者（20歳以上、グループホーム 

利用者を除く。 

9,300円 

一 般 ２ 上記以外 37,200円 

 
 障害児の利用者負担額 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 0円 

低 所 得 市町村民税非課税世帯 0円 

一 般 １ 
市町村民税課税世帯 

（所得割額 28万円未満） 

通所施設、ホーム 

ヘルプ利用の場合 
4,600円 

入所施設利用の場合 9,300円 

一 般 ２ 上記以外 37,200円 

 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

種別 世帯の範囲 

18歳以上の障害者 

（施設入所の 18、19歳を除く） 
障害のある方とその配偶者 

障害児 

（施設入所の 18、19歳を含む） 

保護者の属する住民基本台帳 

での世帯 

障害福祉サービス 利用者負担のしくみ 

ひと月ごとの 

利用者負担上限額 

世帯の所得に応じて４つの区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用

したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 

所得を判断する 

世帯の範囲 

その他の 

負担軽減 

●グループホームの家賃助成 

 市町村民税非課税の方には、月額 1万円を上限に補足給付をします（国

制度）。その他東京都制度としての家賃助成、施設借上費助成があります。 

●高額障害福祉サービス費 

 世帯で障害者総合支援法の障害福祉サービス負担額と介護保険の負担

額、児童福祉法のサービス負担額を合算して基準額を超える場合、高額障

害福祉サービス費が支給されます。当市では、地域生活支援事業（移動支

援、日中一時支援）の負担額との合算も行います。 


